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企 業 局 管 理 規 程

鳥取県企業局組織規程等の一部を改正する規程をここに公布する。

平成19年３月30日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局管理規程第５号

鳥取県企業局組織規程等の一部を改正する規程

（鳥取県企業局組織規程の一部改正）

第１条 鳥取県企業局組織規程（平成５年鳥取県企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（課及び係等の設置） （課及び係等の設置）

第４条 本局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に 第４条 本局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に

それぞれ同表の右欄に掲げる係及び担当（以下「係 それぞれ同表の右欄に掲げる係及び室（以下「係等」

等」という。）を置く。 という。）を置く。

経営企画課 総務係、経営企画担当 総務課 総務係、経営企画室

略 略

（各課の分掌事務） （各課の分掌事務）

第５条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。 第５条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

課 分掌事務 課 分掌事務

経営企画課 略 総務課 略

略 略

（職制） （職制）

第７条 略 第７条 略

２ 略 ２ 略

３ 係にその長を置き、所定の職員を配置する。 ３ 係等にその長を置き、所定の職員を配置する。

４ 略 ４ 略

（鳥取県企業局事務決裁規程の一部改正）

第２条 鳥取県企業局事務決裁規程（平成５年鳥取県企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

改 正 後 改 正 前

平成19年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第71号
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（局長及び課長の専決事項） （局長及び課長の専決事項）

第４条 略 第４条 略

２ 別表第３に掲げる課長の共通専決事項と経営企画 ２ 別表第３に掲げる課長の共通専決事項と総務課長

課長の専決事項とが重複する場合には、重複する限 の専決事項とが重複する場合には、重複する限度に

度において経営企画課長が専決するものとする。 おいて総務課長が専決するものとする。

（工事の執行等に係る専決事項） （工事の執行等に係る専決事項）

第５条 前条の規定にかかわらず、局長及び経営企画 第５条 前条の規定にかかわらず、局長及び総務課長

課長は、工事の執行及び工業用水の給水に係る事務 は、工事の執行及び工業用水の給水に係る事務につ

については別表第４に掲げる事項（次条の規定によ いては別表第４に掲げる事項（次条の規定により事

り事務所の長に委任された事務を除く。）、工事の 務所の長に委任された事務を除く。）、工事の検査

検査の命令及び検査の合否の決定については別表第 の命令及び検査の合否の決定については別表第５に

５に掲げる事項を専決するものとする。 掲げる事項を専決するものとする。

（代決） （代決）

第８条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者 第８条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者

の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第１順 の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第１順

位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに 位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに

不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第２順 不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第２順

位者が行うことができる。 位者が行うことができる。

正当決裁権者 第１順位者 第２順位者 正当決裁権者 第１順位者 第２順位者

知事 局長 次長（次長を置か 知事 局長 次長（次長を置か

ないときは、経営 ないときは、総務

企画課長） 課長）

局長 次長（次長を置 主務課長 局長 次長（次長を置 主務課長

かないときは、 かないときは、

経営企画課長） 総務課長）

課長 課長補佐 主務係長 課長 課長補佐 主務係長

室長 課長があらかじめ

定める上席の吏員

次長を置く事 次長 主務係長（係を置 次長を置く事 次長 主務係長（係を置

務所の長 かない事務所にあ 務所の長 かない事務所にあ

っては、その長が っては、その長が

あらかじめ定める あらかじめ定める

上席の職員） 上席の吏員）

次長を置かな 主務係長 事務所の長があら 次長を置かな 主務係長 事務所の長があら

い事務所の長 かじめ定める上席 い事務所の長 かじめ定める上席

の職員 の吏員

２ 略 ２ 略

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

知事の決裁事項 知事の決裁事項

１～17 略 １～17 略

18 工事の執行の決定（第５条の規定による局長及 18 工事の執行の決定（第５条の規定による局長及
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び経営企画課長の専決事項並びに第６条の規定に び総務課長の専決事項並びに第６条の規定による

よる事務所の長の委任決裁事項を除く。） 事務所の長の委任決裁事項を除く。）

19～25 略 19～25 略

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

局長の専決事項 局長の専決事項

１～16 略 １～16 略

17 一件の金額が500万円以上の収入命令（別表第 17 一件の金額が500万円以上の収入命令（次表総

３経営企画課長の専決事項の項第11号に掲げるも 務課長の専決事項の項第11号に掲げるものを除

のを除く。） く。）

18～21 略 18～21 略

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

略 略

経営企画課長の専決事項 略 総務課長の専決事項 略

別表第４（第５条関係） 別表第４（第５条関係）

局長の専決事項 経営企画課長の専決事 局長の専決事項 総務課長の専決事項

項

略 略

別表第５（第５条関係） 別表第５（第５条関係）

局長の専決事項 経営企画課長の専決事 局長の専決事項 総務課長の専決事項

項

略 略

別表第７（第６条関係） 別表第７（第６条関係）

事務所の長の委任 １～８ 略 事務所の長の委任 １～８ 略

決裁事項 ９ １件の金額が5,000,000円 決裁事項 ９ １件の金額が5,000,000円

未満の収入命令（別表第３ 未満の収入命令（別表第３

経営企画課長の専決事項の 総務課長の専決事項の項第

項第11号に掲げるものを除 11号に掲げるものを除く。）

く。）

10～25 略 10～25 略

附 則

この規程は、平成19年４月１日から施行する。
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企業局企業職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成19年３月30日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局管理規程第６号

企業局企業職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程

企業局企業職員の給与の特例に関する規程（平成17年鳥取県企業局管理規程第２号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

改 正 後 改 正 前

（給料月額の特例） （給料月額の特例）

第２条 平成17年４月１日から平成20年３月31日まで 第２条 平成17年４月１日から平成20年３月31日まで

の間（以下「特例期間」という。）における企業局 の間（以下「特例期間」という。）における企業局

企業職員の給与に関する規程（昭和41年鳥取県企業 企業職員の給与に関する規程（昭和41年鳥取県企業

管理規程第２号。以下「給与規程」という。）の適 管理規程第２号。以下「給与規程」という。）の適

用を受ける企業局企業職員（企業局企業職員のうち、 用を受ける企業局企業職員（企業局企業職員のうち、

任期付職員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県 任期付職員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県

条例第67号。以下「任期付職員条例」という。）第 条例第67号。以下「任期付職員条例」という。）第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された職 ２条第１項の規定により任期を定めて採用された職

員（以下「企業局特定任期付職員」という。）を除 員（以下「企業局特定任期付職員」という。）を除

く。以下「職員」という。）の給料月額は、給与規 く。以下「職員」という。）の給与月額は、給与規

程第３条第１項の規定によりその例によることとさ 程第３条第１項の規定によりその例によることとさ

れる職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例 れる職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例

第３号。以下「給与条例」という。）第３条第１項、 第３号。以下「給与条例」という。）第３条第１項、

給与規程第３条第３項の規定によりその例によるこ 給与規程第３条第３項の規定によりその例によるこ

ととされる現業職員の給与に関する規則（昭和32年 ととされる現業職員の給与に関する規則（昭和32年

鳥取県規則第46号。以下「現業給与規則」という。） 鳥取県規則第46号。以下「現業給与規則」という。）

第２条第１項、給与規程第５条第１項の規定により 第２条第１項、給与規程第５条第１項の規定により

その例によることとされる給与条例第４条第11項、 その例によることとされる給与条例第４条第11項、

給与規程第５条第２項の規定によりその例によるこ 給与規程第５条第２項の規定によりその例によるこ

ととされる現業給与規則第３条の２第４項及び第５ ととされる現業給与規則第３条の２第４項及び第５

項、企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改 項、企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改

正する規程（平成17年鳥取県企業管理規程第５号） 正する規程（平成17年鳥取県企業局管理規程第５号）

附則第３項の規定によりその例によることとされる 附則第３項の規定によりその例によることとされる

現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

（平成17年鳥取県規則第89号）附則第７項並びに給 （平成17年鳥取県規則第89号）附則第７項並びに給

与規程第20条の規定によりその例によることとされ 与規程第20条の規定によりその例によることとされ

る給与条例第４条の２の規定にかかわらず、これら る給与条例第４条の２の規定にかかわらず、これら

の規定により定められた額（以下「給料基礎額」と の規定により定められた額（以下「給料基礎額」と
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いう。）から当該額に次の各号に掲げる職員の区分 いう。）から当該額に次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合（以下「特定割合」 に応じ、当該各号に定める割合（以下「特定割合」

という。）を乗じて得た額（当該額に１円未満の端 という。）を乗じて得た額（当該額に１円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた 数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた

額とする。 額とする。

(１) 局長の職を占める職員 100分の４ (１) 管理職手当の支給を受ける職員のうちその支

給割合が100分の25であるもの 100分の５

(２) 別表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職 (２) 別表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職

員のうち、それぞれ同表の右欄に定める者に該当 員のうち、それぞれ同表の右欄に定める者に該当

するもの 100分の２ するもの 100分の３

(３) 前２号に掲げる職員以外の職員 100分の３ (３) 前２号に掲げる職員以外の職員 100分の４

２ 略 ２ 略

（管理職手当の額の特例） （管理職手当の額の特例）

第３条 特例期間における職員の管理職手当の額は、 第３条 特例期間における職員の管理職手当の額は、

給与規程第14条の規定にかかわらず、同条の規定に 給与規程第14条の規定にかかわらず、同条の規定に

より定められた額から当該額に特定割合を乗じて得 より定められた額から当該額に特定割合を乗じて得

た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、こ た額（当該額に１円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額）を減じた額とする。 れを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、手

当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、同条

の規定により定められた額とする。

（企業局特定任期付職員の給与の額の特例） （企業局特定任期付職員の給与の額の特例）

第５条 特例期間における企業局特定任期付職員の給 第５条 特例期間における企業局特定任期付職員の給

料月額は、給与規程第３条第２項及び第20条の規定 料月額は、給与規程第３条第２項及び第20条の規定

によりその例によることとされる任期付職員条例第 によりその例によることとされる任期付職員条例第

７条第１項及び第３項の規定にかかわらず、これら ７条第１項及び第３項の規定にかかわらず、これら

の規定に定める額から当該額に100分の３を乗じて の規定に定める額から当該額に100分の４を乗じて

得た額を減じた額とする。ただし、第２条第２項第 得た額を減じた額とする。ただし、第２条第２項第

１号に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は、こ １号に掲げる額の算出の基礎となる給料月額は、こ

れらの規定に定める額とする。 れらの規定に定める額とする。

２ 特例期間における企業局特定任期付職員の特定任 ２ 特例期間における企業局特定任期付職員の特定任

期付職員業績手当の額は、給与規程第16条の規定に 期付職員業績手当の額は、給与規程第16条の規定に

よりその例によることとされる任期付職員条例第７ よりその例によることとされる任期付職員条例第７

条第４項の規定にかかわらず、同項に定める額から 条第４項の規定にかかわらず、同項に定める額から

当該額に100分の３を乗じて得た額を減じた額とす 当該額に100分の４を乗じて得た額を減じた額とす

る。 る。

３ 略 ３ 略

附 則

この規程は、平成19年４月１日から施行する。
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企 業 局 訓 令

鳥取県企業局訓令第１号

鳥取県企業局被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成19年３月30日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局被服貸与規程の一部を改正する訓令

鳥取県企業局被服貸与規程（昭和38年鳥取県企業訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応す

る次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示を除く。以下「改正後部分」という。）が存在

する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当

該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目を次の表の改正後の欄中別表の細目の表

示に下線が引かれた別表の細目とする。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （目的）

第１条 この規程は、鳥取県企業局職員の安全と業務 第１条 この規程は、鳥取県企業局職員の安全と業務

の能率向上を図るため、被服の貸与について必要な の能率向上を図るため、被服の貸与について必要な

事項を定めるものとする。 事項を定めることを目的とする。

別表（第２条、第６条関係） 別表（第２条、第６条関係）

被服の貸与を受ける 種類 数量 貸与期 摘要 被服の貸与を受ける 種類 数量 貸与期 摘要

ことができる職員 間（月） ことができる職員 間（月）

略 略

２ 事務所に勤務す 作業上 ２ 36 ２ 事務所において 作業上 ２ 36

る職員（１に掲げ 着（冬 発電所の保守管理 着（冬

る職員を除く。） 上着） 業務に従事する職 上着）

作業上 ２ 24 員 作業上 ２ 24

着（夏 着（夏

上着） 上着）

作業ズ ２ 24 作業ズ ２ 24

ボン ボン

作業帽 １ 24 作業帽 １ 24

運動靴 ２ 24 運動靴 ２ 24

又は地 又は地

下足袋 下足袋

雨がっ １ 36 雨がっ １ 36

ぱ ぱ
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ゴム製 １ 24 発電 ゴム製 １ 24 保守

長靴 所の保 長靴 員にあ

守管理 っ て

業務に は、貸

従事す 与期間

る現業 を12月

職長及 とする

び管理

技術員

にあっ

ては、

貸与期

間を12

月とす

る

防寒着 １ 36 防寒着 １ 36

３ 事務所に勤務す 作業上 ２ 36

る職員（１及び２ 着（冬

に掲げる職員を除 上着）

く。） 作業上 ２ 24

着（夏

上着）

作業ズ ２ 24

ボン

作業帽 １ 24

運動靴 ２ 24

又は地

下足袋

雨がっ １ 36

ぱ

ゴム製 １ 24

長靴

防寒着 １ 36

４ 本局において運 運転服 １ 36

転士の職務に従事（上着）

する職員 運転服 ２ 48

（ズボ

ン）

盛夏シ ２ 48

ャツ

盛夏ズ ２ 48

ボン

防寒着 １ 60

布製手 ４ 12

袋
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ゴム製 １ 24

半長靴

３ 略 ５ 略

附 則

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。
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鳥取県企業局訓令第２号

鳥取県企業局文書管理規程の一部を改正する訓令を次のとおり定める。

平成19年３月30日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局文書管理規程の一部を改正する訓令

鳥取県企業局文書管理規程（平成６年鳥取県企業訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項等」という。）に対応する同

表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項等」という。）が存在する場合に

は、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には、当該移動項等

（以下「削除項等」という。）を削り、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項等

（以下「追加項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに削除項等を除く。以下「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項等を除く。以下「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在

しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 文書 企業局の職員が職務上作成し、又は取 (２) 文書 企業局の職員が職務上作成し、又は取

得する書面、図画その他の書類及び電子文書をい 得する書面、図画その他の書類をいう。

う。

(３) 文書等 文書及び電子文書をいう。

(３) 略 (４) 略

(４) 略 (５) 略

(５) 略 (６) 略

(６) 電子申請等システム 電子計算機を利用し (７) 電子申請等システム 電子計算機を利用し

て、電磁的方法により文書の収受、起案、決裁、 て、電磁的方法により文書等の収受、起案、決裁、

保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の 保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報

総合的な管理等を行う情報処理システム（電子計 の総合的な管理等を行う情報処理システム（電子

算機及びプログラムの集合体であって、情報処理 計算機及びプログラムの集合体であって、情報処

の業務を一体的に行うよう構成されたものをい 理の業務を一体的に行うよう構成されたものをい

う。）で、知事部局総務部政策法務室（鳥取県行 う。）で、知事部局総務部政策法務室（鳥取県行

政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）第６条 政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）第６条

に規定する政策法務室をいう。）が所管するもの に規定する政策法務室をいう。）が所管するもの

（「電子申請・総合文書管理・電子決裁システム」 （「電子申請・総合文書管理・電子決裁システム」

と呼称する。）をいう。 と呼称する。）をいう。

(７) 略 (８) 略

(８) 略 (９) 略
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（所管課の長等の責務） （所管課の長等の責務）

第３条 所管課の長又は事務所の長は、当該所管課又 第３条 所管課の長又は事務所の長は、当該所管課又

は事務所における文書に係る事務の管理の状況を把 は事務所における文書等に係る事務の管理の状況を

握し、当該事務が円滑かつ適正に行われるよう所属 把握し、当該事務が円滑かつ適正に行われるよう所

の職員を指揮監督するものとする。 属の職員を指揮監督するものとする。

２ 経営企画課長は、文書に係る事務の管理に関して ２ 総務課長は、文書等に係る事務の管理に関して所

所管課及び事務所の長を指導し、必要な連絡調整を 管課及び事務所の長を指導し、必要な連絡調整を行

行うものとする。 うものとする。

（文書管理主任） （文書管理主任）

第４条 略 第４条 略

２ 略 ２ 略

３ 文書管理主任は、次に掲げる事務を取り扱うもの ３ 文書管理主任は、次の各号に掲げる事務を取り扱

とする。 うものとする。

(１) 文書の受付及び配布に関すること。 (１) 文書等の受付及び配布に関すること。

(２) 略 (２) 略

(３) 文書の処理の促進に関すること。 (３) 文書等の処理の促進に関すること。

(４) 略 (４) 略

(５) 文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。 (５) 文書等の整理、保管及び引継ぎに関すること。

(６) その他文書に係る事務の改善に関すること。 (６) その他文書等に係る事務の改善に関するこ

と。

（電子文書以外の文書及び郵便物等の受領及び配布） （文書及び郵便物等の受領及び配布）

第５条 本局に到達する電子文書以外の文書及び郵便 第５条 本局に到達する文書及び郵便物等（文書が封

物等（文書が封入された郵便物（郵便法（昭和22年 入された郵便物（郵便法（昭和22年法律第165号）

法律第165号）に規定する郵便物をいう。以下同じ。） に規定する郵便物をいう。以下同じ。）その他の物

その他の物件をいう。以下同じ。）は、経営企画課 件をいう。以下同じ。）は、総務課において受領し、

において受領し、次に定めるところにより配布する。 次に定めるところにより配布する。ただし、所管課

ただし、所管課に直接到達した文書及び郵便物等は、 に直接到達した文書及び郵便物等は、当該所管課が

当該所管課が受領する。 受領する。

(１) 電子文書以外の文書及び郵便物等は、未開封 (１) 文書及び郵便物等は、未開封のままその所管

のままその所管課に配布すること。ただし、開封 課に配布すること。ただし、開封しなければ所管

しなければ所管課を判別し難いものにあっては開 課を判別し難いものにあっては開封し、その所管

封し、その所管課に配布すること。 課に配布すること。

(２) 略 (２) 略

(３) 「親展」又は「秘」の表示がある郵便物等の (３) 「親展」又は「秘」の表示がある郵便物等の

うち、知事、局長又は次長あてのものは経営企画 うち、知事、局長又は次長あてのものは総務課に、

課に、その他の職員あてのものは当該職員の属す その他の職員あてのものは当該職員の属する課

る課に、それぞれ配布すること。 に、それぞれ配布すること。

２ 前項の規定により電子文書以外の文書を配布する ２ 前項の規定により文書を配布する場合において、

場合において、その所管課を判別し難いときは、当 その所管課を判別し難いときは、当該文書の所管課

該文書の所管課は、経営企画課長が決定する。 は、総務課長が決定する。

（文書及び郵便物等の受付等） （文書及び郵便物等の受付等）
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第６条 文書管理主任は、経営企画課から配布され、 第６条 文書管理主任は、総務課から配布され、又は

又は直接到達した電子文書以外の文書及び郵便物等 直接到達した文書及び郵便物等を受領し、「親展」

を受領し、「親展」又は「秘」の表示のある郵便物 又は「秘」の表示のある郵便物等を除き、開封して

等を除き、開封して当該文書の余白に受付印（様式 文書の余白に受付印（様式第２号）を押印するもの

第２号）を押印するものとする。 とする。

（文書の収受） （文書等の収受）

第７条 本局における文書の収受は、前２条の規定及 第７条 本局における文書等の収受は、前２条の規定

び別に定めるところによるほか、本庁等（鳥取県文 及び別に定めるところによるほか、本庁等（鳥取県

書に係る事務の管理に関する規程（平成16年鳥取県 文書等に係る事務の管理に関する規程（平成16年鳥

訓令第13号。以下「県規程」という。）第２条第１ 取県訓令第13号。以下「県規程」という。）第２条

号に規定する本庁等をいう。以下同じ。）の例によ 第１号に規定する本庁等をいう。以下同じ。）の例

るものとする。 によるものとする。

（起案） （起案）

第８条 略 第８条 略

２ 起案者は、起案文書に係る事務の処理について責

任を負う。

３ 第１項の規定にかかわらず、鳥取県企業局財務規 ２ 前項の規定にかかわらず、鳥取県企業局財務規程

程（昭和38年鳥取県企業管理規程第８号）に係る事 （昭和38年鳥取県企業管理規程第８号）に係る事案

案の起案については、同規程第66条に規定する帳簿、 の起案については、同規程第66条に規定する帳簿、

帳票、その他書類の様式を使用して行うものとする。 帳票、その他書類の様式を使用して行うものとする。

４ 第１項及び前項の規定にかかわらず、別に定める ３ 前２項の規定にかかわらず、別に定める事案に係

事案に係る起案は、別に定める方法によることがで る起案は、別に定める方法によることができる。

きる。

（経営企画課の審査） （総務課の審査）

第11条 起案文書が決裁されたときは、経営企画課の 第11条 起案文書が決裁されたときは、総務課の審査

審査を受けるものとする。 を受けるものとする。

（文書の取扱いの特例） （文書の取扱いの特例）

第15条 所管課の長又は事務所の長は、文書の取扱い 第15条 所管課の長又は事務所の長は、文書の取扱い

が前２章の規定により難いときは、あらかじめ経営 が前２章の規定により難いときは、あらかじめ総務

企画課長の承認を得て別の取扱いをすることができ 課長の承認を得て別の取扱いをすることができる。

る。これを変更するときも、同様とする。 これを変更するときも、同様とする。

附 則

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。
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鳥取県企業局訓令第３号

鳥取県企業局公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成19年３月30日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局公印規程の一部を改正する訓令

鳥取県企業局公印規程（昭和38年鳥取県企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

公印の種類 ひな形 寸法 管守者 公印の種類 ひな形 寸法 管守者

知事印 別図(１) 方26ミリ 経営企画課長 知事印 別図(１) 方26ミリ 総務課長

メートル メートル

知事職務代理 〃 (２) 〃26 〃 知事職務代理 〃 (２) 〃26 〃

者印 者印

企業局印 〃 (３) 〃30 〃 企業局印 〃 (３) 〃30 〃

企業局長印 〃 (４) 〃22 〃 企業局長印 〃 (４) 〃22 〃

課長印 〃 (５) 〃21 〃 課長印 〃 (５) 〃21 〃

所長印 〃 (６) 〃21 東部事務所長 所長印 〃 (６) 〃21 東部事務所長

〃 (７) 〃21 西部事務所長 〃 (７) 〃21 西部事務所長

企業出納員印 〃 (８) 〃18 企業局の企業 企業出納員印 〃 (８) 〃18 企業局の企業

出納員 出納員

〃 (９) 〃18 東部事務所の 〃 (９) 〃18 東部事務所の

企業出納員 企業出納員

〃 (10) 〃18 西部事務所の 〃 (10) 〃18 西部事務所の

企業出納員 企業出納員

専用知事印 〃 (11) 〃21 所長 専用知事印 〃 (11) 〃21 所長

ひな形 略 ひな形 略

附 則

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。

平成19年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第71号
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